
合併に係る法定事前開示書面の訂正について 

2023 年 11 月 27 日 

 

東京都渋谷区渋谷三丁目 10 番 13 号 

ランサーズ株式会社 

         代表取締役 秋好 陽介 

 

 

2023 年 11 月 22 日付で公衆の縦覧に供した合併に係る法定事前開示書面（会社法第 794

条第１項及び会社法施行規則第 191 条に基づく事前備置書面）について、当該内容の一部

に訂正すべき事項がございましたので、改めて、次頁以下に当該書面の全部を掲載いたし

ます（訂正箇所は下線で表示しております。）。 



2023 年 11 月 22 日 

 

東京都渋谷区渋谷三丁目 10 番 13 号 

ランサーズ株式会社 

         代表取締役 秋好 陽介 

 

 

吸収合併に関する事前開示書面 

（吸収合併存続会社／会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 191 条に基づく事前備置書面） 

 

 当社は、2023 年 11 月 13 日付で株式会社ワークスタイルラボ（以下「ワークスタイルラ

ボ」といいます。）との間で締結した吸収合併契約に基づき、2024 年 1 月１日を効力発生日

として、当社を吸収合併存続会社とし、ワークスタイルラボを吸収合併消滅会社とする吸収

合併（以下「本合併」といいます。）を行うことといたしました。本合併に関し、会社法第

794 条第１項及び会社法施行規則第 191 条に定める事項は、下記の通りです。 

 

記 

 

1. 吸収合併契約の内容 

別紙の通りです。 

 

2. 合併対価の相当性に関する事項 

完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

 

3. 合併対価について参考となるべき事項 

  合併対価の交付がありませんので、該当事項はありません。 

 

4. 新株予約権の定めの相当性に関する事項 

吸収合併消滅会社であるワークスタイルラボは、第１回乃至第５回新株予約権を発行

しております。 

このうち、第１回新株予約権は、すでに消滅しております。 

また、第２回新株予約権は、一部については、すでに放棄されており、残部については、

ワークスタイルラボの 2023 年 11 月 22 日付取締役会決議により、ワークスタイルラボ

が、2023 年 12 月 10 日をもって、すべて無償で取得することとなりました。 

さらに、第３回乃至第５回新株予約権は、同新株予約権の新株予約権者が、2023 年 12



月 10 日付で、すべて放棄することとなっております。 

したがって、該当事項はありません。 

 

5. 吸収合併消滅会社に関する事項 

ワークスタイルラボの最終事業年度に係る計算書類等は、別紙の通りです。 

なお、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象はありません。 

 

6. 吸収合併存続会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象はありません。 

 

7. 吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 

本合併効力発生日後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれま

す。また、本合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、当社の債

務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていません。 

したがって、本合併後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断い

たします。 

以上 

  



吸収合併契約書 
 

 ランサーズ株式会社（以下「甲」という。）と株式会社ワークスタイルラボ（以下「乙」という。）

は、乙の権利義務の全部を甲に承継させる吸収合併について、以下のとおり合意し、この契約（以下

「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（吸収合併） 

  甲及び乙は、本契約の定めに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合

併（以下「本合併」という。）を行う。 

 

第２条（商号及び住所） 

  本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、それぞれ次のとおりで

ある。 

(１) 吸収合併存続会社（甲）  商号：ランサーズ株式会社 

                住所：東京都渋谷区渋谷三丁目１０番１３号 

(２) 吸収合併消滅会社（乙）  商号：株式会社ワークスタイルラボ 

                住所：東京都渋谷区渋谷三丁目１０番１３号 

 

第３条（交付する金銭等） 

  甲は、乙の発行済株式の全てを保有しているため、本合併に際し、甲の株式を含めて一切の対価

を割当交付しない。 

 

第４条（資本金及び準備金の額） 

  本合併により増加する甲の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。 

(１) 資本金       ０円 

(２) 資本準備金     ０円 

(３) 利益準備金     ０円 

 

第５条（会社財産の引継ぎ） 

  乙は、２０２３年３月３１日現在の貸借対照表その他同日現在における計算を基礎とし、これに

効力発生日前日までの増減を加除した資産、負債及び権利義務の一切を、効力発生日において甲に

引き継ぐ。 

 

第６条（効力発生日） 

  本合併がその効力を生ずる日（本契約において「効力発生日」という。）は、２０２４年１月１日

とする。ただし、本合併の手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議し合意のうえ、これを変

更することができる。 

 

第７条（善管注意義務） 



  甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日まで、善良な管理者の注意をもってそれぞれの業務執

行及び財産管理を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、事前に相手

方の同意を得た上で行うものとする。 

 

第８条（従業員の引継ぎ） 

  甲は、効力発生日において乙が雇用している従業員全員を引き継ぐものとし、甲及び乙双方の従

業員の労働条件の相違に関しては、必要に応じて、甲乙協議の上、調整する。 

 

第９条（合併承認決議） 

  甲及び乙は、２０２３年１１月１３日までに、それぞれ取締役会を開催し、本契約の承認及び本

合併に必要な事項に関する決議を得たことを確認する。 

 

第10条（契約の変更及び解除） 

  甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日までの間に、天変地異その他の事由によって甲若しく

は乙の財産状態若しくは経営状態に重要な変動が生じた場合又は本契約の目的の達成が困難となっ

たときは、双方協議の上、本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第11条（契約の効力） 

  本契約は、法令に定められた関係官庁の承認を得られないときは、効力を失う。 

 

第12条（合意管轄） 

  本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第13条（協議） 

  甲及び乙は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する解釈上の疑義については、誠実に協議

の上、解決するものとする。 

 

 本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  ２０２３年１１月１3日 

甲 東京都渋谷区渋谷三丁目１０番１３号 

  ランサーズ株式会社 

  代表取締役社⾧ 秋好 陽介  ◯印  

 

乙 東京都渋谷区渋谷三丁目１０番１３号 

  株式会社ワークスタイルラボ 

  代表取締役 三浦 大治郎    ◯印  
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事 業 報 告 

第 14期（2022年４月１日から 2023年３月 31日まで） 

 

１．会社の状況に関する事項 

（１）事業の経過および成果 

当社では、主要事業として法人向けにプロフェッショナル人材を紹介、サービス提供

を行う事業を行っております。顧客企業からの依頼は、戦略策定や PMO、及び、IT、

業務改善コンサルティング等の案件が多く、案件の約７割がコンサルファームから、残

り約３割が事業会社からの案件となっております。当社では、これらの顧客企業から発

注される人月単価が 100 万～350 万円といった、高度な能力を持つ個人に特化したサ

ービスを提供しております。なお、これらの個人の出身は、主にコンサルファームとな

っております。プロジェクト期間は、３～６ヶ月程度の案件が中心となっております。 

当社のプロフェッショナル人材向けサービス事業の対象市場は、主にビジネスコン

サルティングと ITコンサルティングの両領域におけるコンサルティングサービス市場

となります。これらの領域は、顧客企業である事業会社のグローバル化、及び、IT 戦

略の中核となっていることから、活発な需要を背景とした成長市場であり、現在では常

に高度な能力を持つ人材が不足している状態であります。当社の主な顧客企業は、コン

サルティング会社や事業会社、システム開発会社などであり、これらの企業において人

材が足りない場合に、当社より外部人材を調達しております。 

国内における労働力人口は不足傾向にあります。一方で、政府の働き方改革、近年の

コロナウイルス蔓延に伴う急速なテレワークの普及などの影響により、コンサルティ

ング会社に所属していたコンサルタントが独立し、フリーランスとして活動する優秀

なプロフェッショナル人材が増加しています。国内の労働力不足が顕著になりつつあ

る状況下で、当社では独立したプロフェッショナル人材に仕事と挑戦の場を提供する

サービスを行うことで、日本経済を維持、成長させるために「組織・空間を超える働き

方」を広げたいと考えております。 

なお、当期は、期中（6 月）において業界の競争力強化と事業拡大のため、株式会社

ドリームインキュベータ（千代田区）からランサーズ株式会社（渋谷区）へ親会社が変

更となりました（株式全部譲渡による）。当該資本移動により、経営方針や戦略の変更、

業務プロセスや社内組織の調整等大きな変革がありました。新しい親会社との連携に

より、今後は市場での競争力を強化し、新たな成長機会を追求することができるものと

考えております。また、資本の強化により、当社の事業拡大や技術開発に必要な資金を

より効率的に確保することができると考えております。顧客や取引先への影響は現時

点において顕在化しておりません。 

また、過年度より開発していたマッチング精度及びサービスレベル向上のための社
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内プラットフォーム「PROMAS」をリリース（10 月）することで、営業面では、さら

にクライアントのニーズにより適切に対応できる体制を整えました。 

他方で、上記資本移動に伴う一部従業員の退職等による営業人員体制不足及び主要

な競合他社が市場での存在感を高めていることによる価格競争の激化等により、当期

の売上高は 1,315,041 千円、売上総利益は 419,240 千円と昨期と同水準に留まりまし

たが、販管費の抑制による収益構造改善を図ることで当期営業利益はマイナス 11,958

千円となりました。 

（２）直前 3 事業年度の財産及び損益の状況 

       

（３）会社が対処すべき課題 

昨今のコンサルタント業界では、以下のようなマーケット動向が見られます。 

① デジタルトランスフォーメーションの需要増加: COVID-19 パンデミックの影響に

より、企業はデジタル化を促進し、ビジネスモデルの変革を迫られました。このた

め、デジタルトランスフォーメーションに関するコンサルティングの需要が増加し

ました。 

② 持続可能性への関心の高まり: 環境問題や社会的責任に対する企業の関心が高まる

中、持続可能性に関するコンサルティングの需要が増えました。企業は環境への影

響を最小限に抑えるための戦略や取り組みを模索しています。 

③ データ分析と AI の活用: ビッグデータの成長と AI 技術の進化により、企業はデー

タ駆動型の意思決定を重視するようになりました。データ分析や AI に関するコン

サルティングの需要が増えています。 

④ 仮想コラボレーションの増加: リモートワークの普及により、仮想コラボレーショ

ンツールの需要が増えました。コンサルタントもオンラインでのクライアントとの

コミュニケーションやプロジェクト管理を行い、効率的なリモート作業環境を構築

しました。 

このような状況下において、さらなる事業拡大、及び、経営安定化のため、以下の重

点施策に取り組んで参ります。 

第一に取り組むのは、大企業クライアントとの取引拡大です。当社のサービスは従来

のコンサルティングサービスを多く活用されている大企業ほど効果を発揮するサービ

単位：百万円

11期 12期 13期 14期

売上高合計 968 1,103 1,327 1,315

売上総利益 197 309 420 419

営業利益 △ 3 31 △ 55 △ 12

資産の部合計 336 470 416 403

純資産の部合計 94 112 57 62
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スとなっております。一方で、まだフリーランスを活用することに対する抵抗感などか

ら当サービスは広まりきっていない状況です。オンラインコンサルティングのサービ

スメニューや手厚いサポートを提供することによって、その状況を打破していきます。 

次に、上記①～④にあるクライアントニーズに応える登録コンサルタントの拡大も

重要な施策です。ここに対して、デジタルマーケティングを効果的に活用することによ

って、登録コンサルタントの数を拡大していきます。また、引き続きインサイドセール

ス部門による休眠登録者の掘り起しやリテイン活動により、既存プロフェッショナル

の稼働を活性化します。また、引き続き、親会社との協業・連携を通じて、ノウハウ、

リソース等を共有することで効率的な市場拡大を目指します。 

最後に、社内 DX の推進、社内開発中のマッチングプラットフォームのリリースによ

るオペレーションの効率化です。運用中の営業支援システムと会計システム、その他の

周辺システムの連携により、現在の手作業によるオペレーションボリュームを低減さ

せ、業務規模拡大に備えます。 

 

２.業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要   

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 体制： 

① 業務執行にあたっては、取締役会及び組織横断的な各種会議で、総合的に検討した

うえで意思決定を行います。また、これらの会議体への付議事項を定めた規程等に

基づき、適切に付議します。 

② 企業倫理、コンプライアンス及びリスク管理に関する重要課題と対応について経営

会議または取締役会等で適切に審議します。 

 運用の状況： 

① 業務執行にあたっては、会議体への付議事項を定めた規程等に基づき、取締役会及

び組織横断的な各種会議で、総合的に検討したうえで意思決定を行っています。取

締役会では、（1）会社法および他の法令に規程された事項、（2）定款に規程された

事項、（3）株主総会の決議により委任された事項、（4）その他経営上の重要な事項

を決議事項とし、（1）業務執行の状況、その他会社法および他の法令に規程された

事項、（2）その他取締役会が必要と認めた事項を報告事項として定めています。 

② 親会社が定める「内部統制システム構築の基本方針」及び「コンプライアンス委員

会マニュアル」及び当社が定めるコンプライアンス方針等の精神に則り中長期的に

持続的成長するガバナンス体制の実現を目的に、企業倫理、コンプライアンス及び

リスク管理に関する重要課題と対応について経営会議または取締役会等で適切に審

議しています。 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 体制： 
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取締役の職務の執行に係る情報は、関係規程並びに法令に基づき、各担当部署に適切

に保存及び管理させます。 

 運用の状況： 

   関係規程および法令に基づき、各担当部署に取締役の職務の執行に必要となる会議

体資料や議事録等の情報を適切に保存及び管理させています。また、機密管理を含めた

情報セキュリティ全般に対して推進体制や仕組みを整備しています。 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 体制： 

   予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議制度等により所定の権限お

よび責任に基づいて業務及び予算の執行を行います。重要案件については、取締役会や

各種会議体への付議基準に基づき、適切に付議します。 

 運用の状況： 

   収益計画に基づき、費目ごとに各部門へ予算を割り当て、予算管理を行っています。

重要案件については、取締役会や各種会議体への付議基準に基づき、適切に付議してい

ます。 

（４）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 体制： 

   各組織の業務分掌を明確化するとともに、法令遵守及びリスク管理の仕組みを不断

に見直し、継続的な改善を図る土壌を維持します。 

 運用の状況： 

   業務分掌の明確化を実施し、社内サイトで全従業員に対して公開することで、業務の

見える化と、責任権限の透明性の向上を進めています。また、コンプライアンスに関す

る基礎知識の習得による全社コンプライアンス意識向上のため、全従業員を対象に教

育を実施しています。 

 

３.株式会社の支配に関する基本方針  

該当事項はありません。 

 

４.特定完全子会社に関する事項   

該当事項はありません。 

 

５.親会社等との間の取引に関する事項   

該当事項はありません。 

 

以上 















 

監 査 報 告 書 

 

私は、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの株式会社ワークスタイルラボの第 14 期事

業年度に係る計算書類およびその付属明細書を監査いたしましたので、本監査報告書を作成し、以

下のとおり報告いたします。 

なお、当会社の監査役は、定款第 4 条に定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに

限定されているため、事業報告を監査する権限を有しておりません。 

 

１．監査の方法及びその内容 

私は、取締役等から会計に関する職務の執行状況を聴取し、会計に関する重要な決裁書類等を閲

覧いたしました。また会計帳簿及びこれに関する資料を調査し、当該事業年度に係る計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討

いたしました。 

 

２．監査の結果 

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表

示しているものと認めます。 

 

2023 年 6 月 13 日 

株式会社ワークスタイルラボ 

監査役 安川 久美子 
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